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弘前 生活困窮者 居確保給付金 処理要領 

 

 居確保給付金 概要 

居確保給付金 目的 職 自営業 廃業 職等 いう 又 個

人 責 理由 都合 就業機会等 減少 職や自営業 廃業

等程 状況 あ や を得 い休業等 いう 経済的

困窮 宅を喪失 者 居喪失者 いう 又 宅を喪失

あ 者 宅喪失 あ 者 いう 対 家賃相当

居確保給付金を支給 者 居及び就労機会 確保 向

支援を行う あ  

居確保給付金 支給を 者 当 支給を 権利 譲 渡

担保 供 又 差 押 え い 生活困窮者自立支援法 法

いう 第 1」 条 租税 公課 居確保給付金 支給を

金銭を標準 課 い 法第 14 条  

 

 用語 定義等 

 常用就職 生活困窮者自立支援法施行規則 則 いう   

定 期間 定 い労働契約又 労働契約 就職を

いう  

 宅扶 基 く 生活保護法 保護 実施要領 い

昭和 」8 4 1 日社発第 「4【 号厚生省社会局長通知 第 - -。1週-ア 第

- -。1週- 及び 生活保護法 保護 実施要領 扱い い 昭和 」8

日社保第 」4 号厚生省社会局保護課長通知 第 - 基 く運用を

行 い 場合 当 限 床面積 宅扶

家賃 間 等 限 い 適用 い  

 家賃 申請者又 給者 賃借 賃貸 宅 当 家賃

をいう 宅扶 基準 基 く を 限  

 国 用施策 給付 職業訓練 実施等 特定求職者 就職

支援 関 法 成 「」 法 第 4】 号 第 条 規定 職業訓練

講給付金 職業訓練 講給付金 いう をいう  

 動産媒介業者等 動産媒介業者 貸主又 貸主 委 を  

業者をいう  

 実施体制 

   実施主体 弘前 いう 関 う 支給審査及び

支給決定等 支給 責任 い 行う  

   方 相談 付業 給中 面接等 居確保給付金 窓口業 い

自立相談支援機関 い 実施 居確保給付金 給を希望 者 自立

相談支援機関 い 申請手 を行う を 自立相談支援機関 い

人 状況や課 い アセ メン を行い ンを作成 自立相談支
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援機関 窓口 居確保給付金 支給 包括的 支援

を実施 効果的 自立 を 組 あ  

   付窓口 自立相談支援機関 支給 自立相談支援 業を外部

委 い 場合や 付窓口 自治体 い 場合 情報伝 抜 漏

い う留意 特 給中 就職活動状況 報告 基 自治体

い 延長 断等を行う 自立相談支援機関 情報伝

確実 行う必要 あ  

   申請者 居喪失者 あ 新規 賃貸 宅を賃借 場合 新 居 地 所

在 自立相談支援機関 い 居喪失 あ 者 あ 現 賃貸 宅

を賃借 い 場合 現居 地 所在 自立相談支援機関 い 窓口業 を

行う  
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 支給要件 

対象者要件 

次 ～ い 当 生活困窮者  

 
職等又 や を得 い休業等 経済的 困窮 居喪失者又 居

喪失 あ 者 あ  

 

イ 又 当 生活困窮者 

イ 申請日 い 職等 日 起算 を経過 い い

あ  

就業 い 個人 給 業 収入を得 機会 当 個人

責 理由 都合 い 減少 当 個人 就労 状況

職等 場合 程 状況 あ  

 
職等 日又 や を得 い休業等 期間 い 属 世 生計

を主 維持 い  

 

申請日 属 申請者及び申請者 世 属 者 収

入 合計 基準 ※ 申請者 居 賃貸 宅 家賃 を合

算 収入基準 あ 収入要件  

※ 基準 ＝ 町村民税均等割 非課税 収入 1/1「 

 

申請日 申請者及び申請者 世 属 者 所 金融

資産 合計 基準 × 100 万 を超え い あ

 

回目 延長 い 申請者及び申請者 世 属

者 所 金融資産 合計 基準 × 50 万 を超え い

あ 資産要件  

 

公共職業安定所 無料職業紹介 業を行う特定地方公共団体又 地方公共団

体 委 を 無料 職業紹介を行う職業紹介 業者 地方公共団

体 設 公的 無料職業紹介 窓口 いう 求職 申込 を 誠

実 熱心 常用就職を目指 求職活動を行う  

 

国 用施策 給付 職業訓練 講給付金 又 地方自治体等 実施

職者等 対 居 確保を目的 類似 給付等を 申請者及び申

請者 世 属 者 い い  

和 和 日 適用 い 

 

申請者及び申請者 世 属 者 い 暴力団員 当

行 防 等 関 法 成 法 第 】】 号 第 条第 号 規定

暴力団員 暴力団員 いう い  

 

お説明が 

 申請者及び申請者 世 属 者 い 当 申請者 就職

活動を行う 当 居 能 宅を所 い い  
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 職時 用形態 用期間 職理由 問わ い 就業 い 個人 給 

業 収入を得 機会 減少 時 用形態 用期間 問わ

い 再支給 い 従前 支給終了 新 解 人 責

重大 理由 解 を除く 場合 対象 申請

日 属 翌 収入要件 当 い 提出資料等

申請者 当 実を証明 能 場合  

 延長及び再延長 申請時 職等 日 期間 職等 日 起算

を経過 い い あ 問わ い  

 過去 生活困窮者 居確保給付金 支給を 者 あ 支給 終

了 和 日 和 日 間 申請

場合 対象者要件 当 者 あ 間 限 弘前

生活困窮者 居確保給付金を支給  

 自 労働 賃金を得 世 生計を主 維持 者をいう  

 職時 い 主 生計維持者 婚等 申

請時 い 主 生計維持者 い 場合 あ 対象  

 お収入要件］ い  

 世 属 者 世 居 生計を 者い

う  

 基準 家賃 を合算 を 収入基準 いう  

 基準 設定 条例 定 民税均等割 非課税 所得 を

収入 換算 1/1「 を乗 得 収入 給 収入 を用

い 算出 収入 －給 所得 除 ＝所得 収入 を換

算 千 満  

 世 人数 基準 次 あ 単 万  

世 人数 基準  

人 】.8 

人 11.5 

人 14.0 

人 1】.5 

人 「0.9 

人 「4.「 

人 「】.5 

人 」0.8 

人 」」.】 

10人 」【.【 

 算定 収入 範 特段 定 あ 場合を除 原則 就労等

収入 公的給付金等 定期的又 的 支給等  

 就労等収入 給 収入及び 業収入をいう 給 収入 場合 社

会保険料等天引 前 業主 支給 総支給 交通費支給 除く
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自営業 場合 業収入 経費を差 引い 除

をいう 毎 収入 変動 あ 場合 収入 確定 い 直

近 間 収入 均 基 計  

 公的給付金等 定期的 支給 用保険 失業等給付 児童

扶養手当等各種手当 金等 公的給付をいう 複数 金

括 支給 給付等 い 算定  

 親族 的 い 収入 算定  

 借入金 職金又 公的給付等 う 臨時的 給付 収入

算定 い  

 算定 収入 期間 申請日 属 収入 断 申請日

途中 場合 申請日 属 収入 確実 計 場合

 

 申請日 属 収入 確実 計 場合

申請日 属 収入 確実 計 困 場合

申請日 属 収入 わ 直近 程 均収入を活用

又 前 収入を活用  

 成 就学中 子 収入 居確保給付金 収入 含

い 就学中 対象 学校等 大学等 夜間学部及び高等学

校 夜間等 定時制 課程 昼間 外 課程 含 い  

 申請日 属 収入 収入要件を超え い 場合 あ 職

等 用保険 失業等給付 終了 収入 減少等 申請日 属

翌 収入要件 当 い 提出資料等 申請者 当

実を証明 能 場合 対象  

 資産要件 い  

 金融資産 預貯金及び現金をいい 負債 あ 場合 金融資産

相殺 い  

 金融資産 債券 株式 投資信 生命保険 個人 金保険等 含

い  

 常用就職 意欲 あ を要  

 類似給付 給 い  

 国 用施策 給付 給等 終了 支援 必要 場合

居確保給付金 支給を  

 居を喪失 職者等 対 居 確保を目的 類似 給付等

職者 就職を容易 居費 充 を目的 い

給付等を指  

就職活動要件 

 則第 」 条第 1 号 基 く申請者 公共職業安定所又 地方公共団体 設

公的 無料職業紹介 窓口 求職申 込 を行う 申請者
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申請時 求職申 込 を行 い い場合 公共職業安定所又 地方公

共団体 設 公的 無料職業紹介 窓口 求職申込 を指示  

 社会情勢等を鑑 や を得 い場合を除 支給対象者 対 就

職 向 次 イ ～ハ 就職活動等を行う を指示  

や を得 い休業等 当 場合 回目 延長

限 必要 応 及びハ を実施  

イ  回 自立相談支援機関 面接等 支援を  

 回 公共職業安定所又 地方公共団体 設 公的 無料職 

業紹介 窓口 職業相談等を  

ハ  原則 回 求人先 応募を行う又 求人先 面接を  

 居確保給付金 支給申請を 自立相談支援機関 支給対象者

アセ メン 行わ 結果 基 ン 策定  

アセ メン い 支給対象者 職等又 や を得 い休業等 理

由 職等又 や を得 い休業等 期間 資格 無等を総合的 案

支給対象者 状況 応 適 就労支援を選択 策定 ン

基 誠実 熱心 就職活動等を行う を指示  

イ  ン 基 自 就職活動 就職 能 断 場合

公共職業安定所 生活保護 給者等就労自立 業を利用 場

合 自立相談支援機関 就労支援員 支援を利用 場合 あわ

就職活動等を誠実 熱心 行う  

 就労準備支援 業又 就労訓練 業を利用 場合 い 原則

業を ン 基 利用 就職活動等を行

う アセ メン い 就職活動を

業を 定期間 中的 利用 期就職

断 場合 例外 定期間 就職活動等を留保

 

就職活動等要件を留保 う い ン い 明

確化 ン確定 就職活動等を誠実 熱心

行う  

※ い 申請 容 適 あ 断 支給決定前 居

確保給付金支給対象者証明書 様式 号 交付 を

参照 交付を 支給対象者 就職活動要件を満

求  

 

 支給  

支給  

  弘前 生活困窮者 居確保給付金 支給 次

場合 応 定 当 宅扶 基準 基 く を超

え 場合 当 宅扶 基準 基 く  
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   申請日 属 申請者及び申請者 世 属 者 収

入 を合算 世 収入 いう 基準 場合 

   生活困窮者 賃貸 宅 あ 家賃 ※  

   申請日 属 世 収入 基準 を超え 場合 

   基準 生活困窮者 賃借 宅 当 家賃 ※ を合算

世 収入 を減 得  

  ※ 賃貸借契約書 載 実 家賃  

    居喪失者 い 原則 宅扶 基準 基 く

家賃 賃貸 宅 入居  

支給 調整 

算出 支給 100 満 端数 生

端数金 を 計算 支給 100 満 あ 100

を支給  

 

 支給期間等 

支給期間 

    間を限  

支給期間 延長等  

定 要件を満 場合 申請 を限 支給期間を 回

延長  

延長等 細 を参照  

支給開始  

新規 宅を賃借 者 あ 入居契約 初期費用 支払い

を要 家賃 翌 降 家賃相当 支給を開始  

現 宅を賃借 い 者 あ 申請日 属 支払う家賃相当

支給を開始   

 

 支給方法 

  原則 動産媒介業者等 口 振 込 給者を経

確実 賃貸 宅 貸主 支払わ 確保 場合 口 振込 方法

限 い 理 領  

  給者 ク ッ を使用 方法 賃料を支払う

い 場合 あ 特 必要 認 場合 給者 口 振 込

 

 

 支給決定 セ 等 

面接相談等 

 自立相談支援機関 相談者 居確保給付金 支給を要 断

場合又 対象者要件 当 考え 場合 相談者 対 居確保
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給付金 趣 概要等を説明 用施策や社会福祉協議会 生

活福祉資金貸付 業等 関 業 概要を説明 必要 応 用

施策 細等 い 公共職業安定所等 相談を 言 国

用施策 給付 対象要件 当 場合 優先 申請を  

※ 居確保給付金 緊急 支給 必要 場合 ン 作成や支援調整 

会議 開催を経 支給 を 能 場合 あ

的 支援調整会議 報告 必要 あ  

 相談者 居確保給付金 申請を希望 場合 支給対象者 要件 手

流 等を説明  

支給申請 付 

則第 1」 条 い 居確保給付金 支給を う 者 生活困窮者

居確保給付金支給申請書 則様式第 号 様式 － 申請書 いう

厚生労働省社会 援護局長 定 書類を添え 弘前 長 提出

い  

 自立相談支援機関 支給申請者 対 居確保給付金申請時確認書 様

式 － Ａ を 寧 説明 説明 項 い 承諾を 申請

い を得  

   申請を 付 支給申請者 対 再支給 申請 い 過

去 居確保給付金を い 又 再支給 申請 あ 従前

支給 中 い い 10 1 前段 及び 中

場合 除く 及び従前 支給決定 常用就職 新 解

人 責 重大 理由 解 を除く い 確認書

制約 再支給 細 を参照  

 伝 項 

イ  支給期間 あ 常用就職 至 場合 支給最

終 日 延長等 申請を行い 当 給中 誠実 熱心 就職

活動要件を満 延長等 申請時 い 対象者要件を満

い 場合 間 延長 回 能 あ  

    支給 計算式 基 算定 給

期間中 世 収入 基準 を 回 場合 支給 限

宅扶 基準 基 く い い場合 時 変更申請

支給 増 支給 能  

ハ  居確保給付金 支給 家賃相当 あ 初期費用 共益

費 管理費等 対象外 あ 自 支払う必要 あ 家賃

部支給 場合 い 実家賃 差 自 支払う必要 あ

 

 居喪失者 い 原則 宅扶 基準 基 く 家賃

賃貸 宅 入居 居喪失 あ 者 い 入

居 い 賃貸 宅 宅扶 基準 基 く を超え 家賃 あ
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対象 支給 宅扶 基準 基 く 限 自己負

担 発生  

ホ  申請 降 支払う 家賃 充 あ 滞納 家賃 充当

い  

 支給開始 い 理 領 方法を い場合 あ 支給期間

中 理 領 方法 変更 場合 や 変更支給

申請を う  

 自立相談支援機関 給希望者 対 申請書 必要 項 載等を 言

 

 給希望者 申請書 証拠書類等を添え 自立相談支援機関 提出  

 

 自立相談支援機関 人確認書類を確認 適 給 疑わ 場合

等明 支給要件 当 い者を除 申請を 理 証拠書類等 整

い い場合 追加提出を指示  

 

証拠書類等 

   申請者 申請書 添え 提出 証拠書類等 次 あ  

  人確認書類 

    次 人確認書類 い  

    運転免許証 個人番号 民基 帳 般旅券 身体 害者手

帳 療育手帳 精神 害者保険福祉手帳 各種健康保険証 民票 戸籍謄

等 

    人確認書類 写 提出 あ 場合 必要 応 原 を確認 原

提示 あ 場合 申請者 意を得 複写 を徴  

    個人番号 個人番号 載面 複写 い  

 職関 書類 

     職又 廃業 確認 書類 写 又 申請日

い 就業 い 個人 給 業 収入を得 機会 当 個人

責 理由 都合 い 減少 当 個人 就労 状況 職

又 廃業 場合 等程 状況 あ を確認 書類 写  

    収入関 書類 

     申請者及び申請者 世 属 者 う 収入 あ 者 い

申請日 属 収入 確認 書類 写  

    金融資産関 書類 

    申請者及び申請者 世 属 者 申請日 金融機関 通帳等 写 

 

 

公共職業安定所又 地方公共団体 設 公的 無料職業紹介 窓口 求職 

申込 及び国 用施策等 利用状況 確認 
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    自立相談支援機関 公共職業安定所又 地方公共団体 設 公的 無料

職業紹介 窓口 求職申込 を行 い い申請者 対 申込 を指示

 

    申請者 公共職業安定所又 地方公共団体 設 公的 無料職業紹介

窓口 交付を 求職 付票 ハ ワ ク 等 写 を 自立

相談支援機関 提出 追加提出書類  

    用施策等 用保険及び職業訓練 講給付金 利用状況 い 支

給申請者 申告 自立相談支援機関 必要 応 公共

職業安定所 対 求職申込 用施策利用状況 確認を依頼 緊急

場合 申請者 求職申込 用施策利用状況を確認 書類を配 申

請者 人 公共職業安定所又 地方公共団体 設 公的 無料職業紹介

窓口 持参 確認を得 再 提出 う指導  

申請書 写 交付 

自立相談支援機関 提出 申請書 担当印を押印等 写 を交付

居喪失者 対 入居予定 宅 関 状況通知書 様式

－ 号 予定 宅通知書 いう 居喪失 あ 者

対 入居 宅 関 状況通知書 様式 － 号 宅状況

通知書 いう を配  

居 確保及び賃貸 宅 貸主等 調整 

 申請者 居喪失者 場合 

  自立相談支援機関 申請者 対 各種 動産業界団体 会員 や

理解を得 動産媒介業者 情報を提供 宅確保 支

援を行う  

  申請者 動産媒介業者等 申請書 写 を提示 当 業者等を介

宅を探 居確保給付金 支給決定等を条件 入居 能 宅を確

保  

  動産媒介業者等 支給申請者 入居希望 宅 確定 支給

申請者 持参 予定 宅通知書 必要 項を 載 申請者 交付  

  申請者 交付を 予定 宅通知書を自立相談支援機関 提出

追加提出書類 －  

 申請者 居喪失 あ 者 場合 

  申請者 入居 宅 動産媒介業者等 対 申請書 写 を提示

必要 項を 載 宅状況通知書 交付を  

  申請者 賃貸 宅 関 賃貸借契約 写 を添付 交付を

宅状況通知書を自立相談支援機関 提出 追加提出書類 －  

  支給申請者 う 理 領 ク ッ を使用 方法

賃料を支払う場合 利用明細 写 等 ク ッ 支払

い 確認 を自立相談支援機関 提出 追加提出書

類  
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審査 

 自立相談支援機関 及び 申請書類 式 時  

付印を押印 付  

 提出 申請書 添付書類 ～ 及び追加提出書類 ～ 基

支給申請 審査を行う  

 収入要件又 資産要件 審査 当 必要 応 申請者 資

産及び収入 状況 い 法第 「「 条 基 官公署 対 必要 文書 閲

覧若 く 資料 提供を求 又 銀行 信 会社 機関若 く 申請者

用主 あ 者 対 報告を求 法第 「「 条 基 く資料

提供 報告を依頼 書類 当 項 い 申請者 意を含 申請書及

び確認書 写 を添付  

 審査 結果 申請 容 適 あ 断 申請者 対 居

確保給付金支給対象者証明書 様式 号 対象者証明書 いう

を自立相談支援機関を経由 交付  

 自立相談支援機関 対象者証明書 交付を 就職活動要件を満

就職活動等を開始 を指示 居喪失者 あ 場合 宅確

保報告書 様式 号 用紙を配  

 審査 結果 居確保給付金 支給 認 い 断 申請者

対 支給 理由を明 居確保給付金 支給通知書 様

式 号 を自立相談支援機関を経由 交付  

自立相談支援機関 動産媒介業者等 支給 連絡を入  

居喪失者 宅 賃貸借契約 締結 

 居喪失者 予定 宅通知書 交付を 動産媒介業者等 対 審 

査 結果交付 対象者証明書を提示 予定 い 宅 賃貸 宅 関

賃貸借契約を締結  

 総合支援資金 う 宅入居費 借入申 込 を行 い 者

申請書 写 提示 必要 あ 場合 原則 停 条件付 契

約 初期費用 貸付金 振 込 確認 日を 効力

発生 契約  

 居喪失者 宅入居日 日 居確保報告書 様式 号

賃貸 宅 関 賃貸借契約 写 及び新 所 民票 写 を添付

自立相談支援機関 提出  

支給決定等 

    支給決定 当 居喪失者 居喪失 あ 者 わ

安定 居 確保 借地借家法 成 法 第 90 号 保護

対象 賃貸借契約又 定期賃貸借契約 限 賃貸借契約書 写

提出を必須  

 支給決定 給者 対 居確保給付金支給決定通知書 様式

－ 号 決定通知書 いう を自立相談支援機関を経由 交付
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 自立相談支援機関 給者 対 指導  

    イ 改 確認書 誓約 項 を指示 実行を指導  

決定通知書 写 を 動産媒介業者等 提出  

 あわ 常用就職届 様式 号 公共職業安定所又 地方公共団体

設 公的 無料職業紹介 窓口 職業相談を確認 書類及び 給中

就職活動状況を確認 書類を配  

 自立相談支援機関 居確保給付金 支給決定 い 当 動産媒介

業者等 公共職業安定所又 地方公共団体 設 公的 無料職業紹介 窓口

総合支援資金 貸付を い 者 い 社会福祉協議会等 関 機関

等 決定通知書 写 を 付 情報提供  

 自立相談支援機関 必要 応 給者 宅を訪問 居 実態を確

認 居 環境や生活面 指導を行う ク ッ を使

用 方法 賃料を支払 い 場合 必要 応 利用明細 写 等

給者 支給 居確保給付金 賃料 充 い を確認

 

常用就職及び就労収入 報告 

 常用就職 報告 

     支給決定 常用就職 場合 給者 常用就職届 様式 号

を自立相談支援機関 対 提出  

 就労収入 報告 

     報告を行 給者 報告を行 降 対 収入

を確認 書類を 毎 自立相談支援機関 提出  

    則第 」 条第 「 号 基 く 給者 収入報告 い  

     給者 収入 を確認 種類を毎 自立支援機関 提出

 

 

 支給 等 変更 

支給 等 変更 

原則 居確保給付金 支給決定 支給 変更 行わ い  

～ 場合 限 給者 変更申請 あ 場合 支給

変更を行う ク ッ を使用 方法 賃料を支払 い 場

合 あ 当 場合 支給方法 変更を行う  

 居確保給付金 支給対象賃貸 宅 家賃 変更 場合 

 家賃 部支給 支給 場合 い 給期間中 収入 減少 結

果 基準 を 回 場合 

 借主 責 転居 を得 い場合又 自立相談支援機関等 指導

転居 適当 あ 場合 

 貸主等 賃料 支払い方法 い 変更 手 を行い 理 領 方法
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場合  

手 等 

 支給 変更 宅扶 基準 基 く 範 行う  

 給 変更等を う 給者 居確保給付金支給変更申請書 様

式 － 号 を自立相談支援機関 提出  

 い 変更決定 居確保給付金支給変更決定通知書 様式 － 号

を自立相談支援機関を経由 給者 交付 支給 等を変更  

 

 支給 停 及び再開 

支給 停 及び再開 

 給者 居確保給付金を 給中 国 用施策 給付を 給

場合 支給を停 和 和

日 申請 者を除く  

 国 用施策 給付 給 終了 給者 人 希望 あ

支給を再開 通算支給期間 原則 あ 最長  

手 等 

 国 用施策 給付 給 決定 給者 自立相談支援機関

居確保給付金支給停 届 様式 － 号 を提出  

 自立相談支援機関を経由 当 給者 居確保給付金停 通知書

様式 － 号 を交付  

 居確保給付金 支給 再開を希望 給者 訓練修了時 居確

保給付金支給再開届 様式 － 号 を自立相談支援機関 提出  

 当 給者 居確保給付金支給再開通知書 様式 － 号 を自立

相談支援機関を経由 交付  

 

 支給 中断及び再開 

支給 中断 再開 

   給者 居確保給付金を 給中 疾病又 負傷 定

求職活動を行う 困 場合 人 申請 支給を中断

 

   中断期間中 原則 毎 回 中断者 面談 電 電子メ 等

体調及び生活 状況 い 報告を 求職活動を再開 意思

い 確認を行う  

   心身 回復 求職活動を再開 院 申請 支給を

再開 通算支給期間 中断前 給期間 含 最長  

手 等 

 疾病又 負傷等 求職活動を行う 困 給者 支給 中断

を 場合 自立相談支援機関 居確保給付金支給中断届 様式 10-1

及び疾病又 負傷 求職活動 困 あ を証明 文書 医師 交付
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診断書 を提出  

 当 給者 居確保給付金中断通知書 様式 10-「 を自立相談支援

機関経由 交付  

 居確保給付金 支給 再開を希望 給者 心身 回復 求職活動

を再開 を要件 居確保給付金中断通知書 様式 10-「 を自

立相談支援機関 提出  

 自治体 当 給者 居確保給付金支給再開通知書 疾病又 負傷 様

式 10-4 を自立相談支援機関経由 交付  

 

 支給 中  

支給 中  

   い 要件 当 場合 自治体 居確保給付金 支給を中

自立相談支援機関 実 明 場合 限 証拠を

急 自治体 報告を  

 給者 誠実 熱心 就職活動等を行わ い場合又 就労支援 関 自

治体 指示 従わ い場合 

 支給決定 就職活動要件を満 い者 い 原則

当 実を確認 日 属 支給 中  

  居確保給付金 支給 当 実を確認 場合 確認

や 支給を中  

 給者 常用就職 支給決定 常用就職 申請 常用就職 含

又 給者 給 業 収入を得 機会 増加 就労 伴い得

収入 収入基準 基準 家賃 を加算 を超え 場合 原則

収入基準 を超え 収入 得 家賃相当 支給 中  

   収入 変動 あ 場合等 収入 断を 場合

給者 自立 目 収入を確認 断  

給者 常用就職等を 及び就労 伴い得 収入 報告を怠

場合 原則 当 実を確認 日 属 家賃相当 支給

中  

 支給決定 給者 宅 去 場合 借主 責 転居 を

得 い場合又 自立相談支援機関等 指導 転居 適当 あ 場

合を除く い 原則 去 日 属 翌 家賃相当

支給を中  

   居確保給付金 支給 当 実を確認 場合

確認 や 支給を中  

 支給決定 虚偽 申請等 適 給 当 明 者

い 直 支給を中  

 支給決定 給者 禁錮刑 刑 処 場合 直 支給を中
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 支給決定 給者又 給者 世 属 者 暴力団員 明

場合 直 支給を中  

 給者 生活保護費を 給 場合 調整 支給を中  

 支給決定 給者 疾病又 負傷 居確保給付金を中断 場合

い 中断を決定 日 を経過 場合 支給を中  

 中断期間中 い 給者 毎 回 面談等 報告を怠 場合 原

則 支給を中  

 ほ 居確保給付金 給者 死亡 支給 い 情

生 中  

手 等 

～ 支給を中 場合 給者 対 居確保給

付金支給中 通知書 様式 号 を自立相談支援機関を経由 交付  

 

 居確保給付金 支給期間 延長等 

支給期間 延長等 

  居確保給付金 支給期間 原則 間 い 支給期間中 給者 常

用就職 場合 常用就職 収入基準 を超え い場合 含

又 給者 給 業 収入を得 機会 改善 い場合 あ 引

居確保給付金 支給 就職 必要 あ 認 場合 申請

を限 支給期間を 回 延長及び再延長を  

引 支給 必要 認 場合 当 給中 誠実 熱心 就

職活動要件を満 延長等 申請時 い 対象者要件 。 週 イ を

除く 週を満 い 場合 支給 延長等申請時 収入 基

い 算出 金  

 

手 等 

給者 支給期間を延長又 再延長を希望 支給期間 最終 日

中 場合を除く 居確保給付金支給申請書 期間 再

延長 様式 － 号 を自立相談支援機関 提出  

当 給者 給期間中 就職活動を誠実 熱心 行 い

イ を除く 定 支給要件 当 い を 案

延長等 要件を満 断 場合 延長等 決定を行い 当 者 居確

保給付金支給決定通知書 期間 再 延長 様式 － 号 を自立相談支援機関

を経由 交付  

 

 再支給 

  給者 居確保給付金 給期間 終了 新 解 給者 責

重大 理由 解 を除く 場合 規定 支給対象者 要

件 当 者 い 支給 支給期間等 再支給
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再支給 支給申請を 付 申請者 対 従前 支給終了 新

解 人 責 重大 理由 解 を除く週 い 確認

書 誓約  

従前 支給終了 過去 複数回 支給決定を い 場合

直前 支給終了 をいい 新 解 過去 複数回 職 い 場合

直前 職 をいう  

 過去 生活困窮者 居確保給付金 支給を 者 あ 支給 終

了 和 日 和 日 間 申請 場合

対象者要件 当 者 あ 間 限 弘前 生活困窮者 居

確保給付金を支給  

 

 

 適 給 対応 

適 給者 対応  

  居確保給付金 給 虚偽 申請等 適 給 当 明

場合 自治体 既 支給 給付 全 又 部 い 給者又 給者

あ 者 徴収  

  犯罪性 あ 適 給 案 い 警察等捜査機関 対 告発や捜査

協力を行い 厳 対応を行う  

 

 適 給防 組  

 自立相談支援機関 申請を 付 最 限 人確認書類 写 必 提

出  

 自立相談支援機関 付時 聞 い 前 所地 給 疑い 認

場合 前 所地 自治体 協力を求 給 無を確認

再支給 適 給を防  

 居喪失者 対 原則 宅入居 民票 提出を求  

 自立相談支援機関 必要 応 給者等 宅訪問及び居 実態 確認を行

う 居 環境や生活面 支援 あわ 架空申請や又貸 適

給を防  

  刑 件及び新聞 議会等 問 予想 等 給

件 い 概要 対応方針等 い や 都 府県を経由 厚生労

働省 報告 再発防 国 い 共  

 

 関 機関 連携等 

自立相談支援機関 給者等 状況等 い 情報共 公共

職業安定所又 地方公共団体 設 公的 無料職業紹介 窓口 社会福祉協

議会等関 機関 連携を緊密 行う  
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自立相談支援機関 居確保給付金 各決定 い 当 動産媒介業者

等 公共職業安定所又 地方公共団体 設 公的 無料職業紹介 窓口 総合

支援資金等 貸付を い 者 い 社会福祉協議会等 関 機関等

決定通知書 写 を 付 情報提供  

   

自立相談支援機関及び 暴力団関 者 排除 警察等 連携を十

申請者 暴力団員 当性等 い 情報提供依頼を行う  

I. 暴力団員等 関 を 動産媒介業者等 排除 

暴力団員又 暴力団員 く 日 を経過 い者 暴力団

員等 いう 関 を 動産媒介業者等 あ 確認 場合

当 動産媒介業者等 対 当 動産媒介業者等 発行 予定 宅通

知書又 宅状況通知書を 理 い を書面 通知 当 書類を

理 い  

暴力団員等 関 を 動産媒介業者等 次 い 当

をいう  

 法人 役員又 営業所若 く 所 業 を統括 者 準

者 役員等 いう う 暴力団員等 当 者 い 動産

媒介業者等 

 個人 営業所又 所 業 を統括 者 準 使用人 う

暴力団員等 当 者 い 動産媒介業者等 

 暴力団員等を 業 従 又 補 者 使用

あ 動産媒介業者等 

 暴力団員等 業活動を支配 動産媒介業者等 

 暴力団員等 経営 実質的 関 い 動産媒介業者等 

 役員等 自己若 く 第 者 利益を 又 第 者 損害を加え

目的を 暴力団 威力又 暴力団員等を利用 い 動産媒

介業者等 

 役員等 暴力団又 暴力団員等 対 資金等を供給 又 便宜を供

積極的 暴力団 維持 運営 協力 若 く 関 い 動産媒介

業者等 

 役員等又 経営 実質的 関 い 者 暴力団又 暴力団員等 社会的

非 関 を い 動産媒介業者等 

 暴力団員等 あ 個人 又 役員等 暴力団員等 あ 法人を 実を知

当 利用 い 動産媒介業者等 

 

II. 動産媒介業者等 暴力団員等 関 を い 場合 扱い   

居確保給付金 振込先 あ 動産媒介業者等 暴力団員等 関 を

動産媒介業者等 あ 確認 場合 当 動産媒介業者等 関わ
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給付 振込を中  

 

 

公共職業安定所又 地方公共団体 設 公的 無料職業紹介 窓口 自立相談

支援機関 誘導 給希望者 多数 あ 日常的 情報共 を

相互 施策 理解を深 滑 支給 行わ う 就労支

援 い 給者 状況を把握 共 効果的 支援を連携 行う

 

地域 い 宅確保要配慮者 対 賃貸 宅 供給 関 法

成 19 】 【 日法 第 11「 号 基 設置 居 支援協議会

連携 民間賃貸 宅 滑 入居 効果的 支援

能 考え  

 

 

附 則 

 要領 成 日 施行  

 

 

   附 則 

 要領 和 日 施行  

 

 

   附 則 

 要領 和 日 施行  

 

 

   附 則 

 要領 和 日 施行  

 

 

   附 則 

 要領 和 日 施行  

 

 

   附 則 

 要領 和 日 施行  

 

 

   附 則 

 要領 和 日 施行  

 

 

   附 則 

 要領 和 日 施行  
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   附 則 

 要領 和 「「日 施行  

   

 

 

   附 則 

 要領 和 10 「】日 施行  

 

 

   附 則 

 要領 和 1「 日 施行  

 

 

   附則 

 要領 和 」1日 施行  


